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紙媒体（郵送･窓口）申請にあたっての留意事項 

紙媒体（郵送･窓口）申請 

不備通知 

・紙媒体の申請書一式を白封筒にて簡易書留で返却します。（同封の別紙にて不備の内容を明記しています。） 
   

不備に対
する申請
者の対応 

・不備内容を確認し、返却された申請書にて指摘している不可箇所を修正の上、同封の返信用封筒にて再発送を
お願いします。 
※不備として指摘されていない箇所については、修正及び追記等しないようにしてください。 

１．申請内容に関する不備の取扱い 

 
申請内容に不備があると不備内容の修正のため、登録完了までに時間がかかります。当資料「申請にあたっての留意事項」を参考に 
申請いただきますよう改めてお願い申し上げます。 
 
また、登録する情報を正確に証明するための、証明書類（有効期限のあるものは有効期限内のもの）の添付を確認させていただいてお
ります。この場合、建設キャリアアップシステムに「証明書類の確認あり」の情報として登録します。一方、登録申請書に記入しても、
証明書類の添付がない場合には「証明書類の確認なし」の情報として登録されますのでご注意ください。 
（証明書類の確認「なし」から「あり」への変更は変更登録申請をご利用ください。変更申請料は無料です。） 

※変更登録申請手続きについては、今後建設キャリアアップのホームページなどでご案内いたします。 
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２．申請にあたっての留意事項 
以下にご留意の上、申請いただきますようお願い申し上げます。 

不備項目 本 人 確 認 書 類 

不備内容 
･本人確認書類が不鮮明、適切な組み合わせでの提出でなかった 等 
 

不備項目 顔 写 真 

不備内容 
 

・顔写真が適切でない。 
 例：未貼付、不鮮明 等 
 

●顔写真について 
  ・顔写真データのサイズについては、適切なサイズで撮影したものをご提出ください。 
   【主な不備の例】 
    ①顔写真の顔部分のサイズが小さい。 
    ②画像が粗く、顔が見えづらいものや証明書類の字が読みづらいもの。 
    ③画像の解像度は良いが、被写体が遠すぎるもの。 
      ④顔写真の背景が無背景かつ背景色が青か淡いグレーのもの。      

留意事項 
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（例）申請書番号１０００００００１４４４４４ 
   （同一番号） 

不備項目 登録料金の払込受領書 

不備内容 
 

・払込受領書が未貼付、受付印が無かった、コピーであった。 

●払込受領書について 
   登録申請書一式及び払込受領書には、数値１４桁の「申請書番号」が印刷してあります。 

  この番号は、申請者の登録申請書一式と払込状況の確認をするうえで重要なものです。 
  申請にあたっては、登録申請書一式と払込受領書の「申請書番号」が一致しているか必ず確認し、必要事項をご記入ください。 

●払込受領書 見本 

○登録申請書一式 
 （申請書１０枚＋証明書類チェック用紙） 見本 

留意事項 
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不備項目 事 業 者 確 認 書 類 

不備内容 
･証明書類に不備があった。 
 例：証明書類が不鮮明、適切な組み合わせでの提出でなかった 等 
 

不備項目 資 本 金 確 認 証 明 書 類 

不備内容 
 

・資本金額が確認できない。 
 例：証明書類が不鮮明、資本金額が確認できない。 

留意事項 

●事業者確認に係る証明書類の提出について 
 ・証明書類で秘匿したい部分はマスキング（修正テープ等で消し込み）可能ですが、「商号または名称（屋号）」「代表者名」 
  「所在地」「資本金」はマスキング（修正テープ等で消し込み）をしないでください。 
 
 

●建設業許可有り事業者で現在の資本金額と建設業許可データの資本金額が相違の場合 
 ・直近に「資本金」の減資、増資を行っていると許可データに新たな「新本金」が反映されていない場合があります。 
  正しい事業者登録料のお支払いのため、許可データ確認後まだ新たな「資本金」が反映されていない場合は、建設業なしの 
  事業者の申請方法にて申請してください。 
  ※許可情報の登録は、お手数ですが、変更申請にて行っていただきますよう御願いします。 
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不備項目 証明書類 ① 全 般 

不備内容 

・申請項目と異なる書類を添付していた。 例：年金保険の箇所に健康保険の書類を添付 等 
・該当項目に入力されている内容と証明書類の内容が異なる。  例：年金保険の基礎年金番号に相違 等 
※証明書類に不備（氏名確認不可能、コード番号未記入 等）が有る場合は、証明書類の確認「なし」で登録します。 

※記入内容と証明書類の内容が異なっている場合は、証明書類に合わせて登録します。 

  

●証明書類の取扱いについて 
 ･証明書類は、原本ではなく写し（卒業証明書のみ原本）をご提出ください。 
 ･証明書類は、証明書類の「通し番号」とともに登録申請書コード表に記載された「コード番号」を記載してください。 
   コード番号が未記載の場合は、証明書類の確認「なし」で登録されますのでご注意ください。 
 ・保有資格等の証明書類は、必ず資格名、申請者氏名、生年月日が記載されている箇所の写しが必要です。 
 ･証明書類は１枚に複数の証明書類ではなく、１つの証明書類につき１資格のみ記載されている状態でご提出ください。(サイズはＡ４) 

証明書類として認められるもの 証明書類として認められないもの 

○表裏両面にコピーされた書類 
○１枚１証明書類で通し番号及びコード番号が 
 記入されている片面Ａ４サイズの書類 
（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○１枚複数証明書類で提出してきた書類 
○通し番号及びコード番号の記入がない書類 
○Ａ４サイズでない書類（大小関わらず） 
 
（例） 

 
 
 
 
 
 
 

A技能講習 
修了証両面 
（写し） 

１級○○ 
技能士両面 
（写し） 

○○表彰 
※Ｂ４サイズ 

留意事項 
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Ｂ技能講習 
修了証 表面 
（写し） 

Ｂ技能講習 
修了証 裏面 
（写し） 

A技能士 
資格者証 
表面（写し） 

A技能士 
資格者証 
裏面（写し） 



不備項目 証明書類 ② 個人情報の記載 

不備内容 ･本人以外の個人情報の記載のある証明書類 

●個人情報の記載のある証明書類の取扱いについて 
  ・ご自身以外の個人情報※が記載されている場合は、その分は必ず見えないようにマスキング（修正テープ等で消し込み）して 

         いただいたうえで、ご提出ください。 
  ※本件に該当する主な添付書類は、加入している社会保険等（健康保険、年金保険、雇用保険等の保険内容記載項目）の証明書類です。 
       

証明書類として認められるもの 証明書類として認められないもの 

○申請者本人のみ記載されており、公印が確認できる書類 
（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※事務組合等の公印の有無が必ず確認できる書類をご提出ください。 

○申請者本人以外の情報も記載されている書類 
○証明書類に公印が確認できない書類 
（例） 

 
 
 
 
 
 
 
  

事業書整理記号 事業所番号 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 
11-アアア    012345 
 
 被保険者 被保険者氏名  生年月日  種別 適用年月 決定後の標準報酬月額 
 整理番号                       （健保)   (厚年) 
 
      １ 建設 太郎  S55.01.01  第二種 H25.02    260千円 260千円 
 
      2   
 
      3 
  
      4 
 

申請者本人以外の情報を 

修正テープ等で消し込み 

事業書整理記号 事業所番号 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 
11-アアア    012345 
 
 被保険者 被保険者氏名  生年月日  種別 適用年月 決定後の標準報酬月額 
 整理番号                       （健保)   (厚年) 
 
      １ 建設 太郎  S55.01.01  第二種 H25.02    260千円 260千円 
 
      2  基金 次郎  S59.03.03  第二種 H25.07    100千円 100千円 
 
      3  振興 金子  H05.08.08  第二種 H29.04    100千円 100千円 
  
      4   事業 三郎  H01.11.11  第二種 H28.04    100千円 100千円 
 
 印

無 

留意事項 
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修正テープ等で消し込み 

※個人情報 

  ・技能者申請・・ご自身以外の個人情報(家族の氏名を含む) 
 ・事業者申請・・代表者以外の個人情報(従業員の情報等) 



不備項目 証明書類 ③ 登録基幹技能者 

不備内容 

・登録基幹技能者証明書類が未提出 

●技能者のカードの色（ゴールド）に係る証明書類の提出について 
 ・本システムにてゴールドカードの対象者は、登録基幹技能者の方です。そのため、該当者の方は、免許証サイズの「登録基幹技能者 
  講習修了証」の写しをご提出ください。それ以外の各講習実施団体が発行した独自の証明書は認められませんのでご注意ください。 

留意事項 
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不備項目 証明書類 ④ 保有資格等、研修等の受講履歴、表彰等 

不備内容 
 

･本人の氏名が確認できない資格証明書類が添付されている。 
※証明書類に不備（氏名確認不可能、コード番号未記入 等）が有る場合は、※記入内容と証明書類の内容が異

なっている場合は、証明書類に合わせて登録します。 

●保有資格等、研修等の受講履歴、表彰等の履歴について 

本システムに登録されるケース 本システムに登録されないケース 

・必ず、各項目（コード番号、名称、年月日（有効期限、取得年 
 月日、登録年月日を選択）を記載漏れなく本用紙に記入して 
 あるもの。 
 （申請書番号が同一のもの） 
 

・各申請本用紙欄外に記入し提出した場合。 
・独自のフォーマットを作成し提出 
 （または、該当する申請書に足りない分を記入した独自の 
  フォーマットを貼付して提出 等） 

･本システムに登録される又は登録されない提出方法 

※登録基幹技能者については、別の申請書に専用の記載欄があるため本用紙のコピーは認められません。 

   ･写しを取る際は、資格名が記載されている箇所以外に、必ず本人の氏名が記載されている箇所も併せてご提出ください。 
   氏名の記載のない資格証明書類の場合は、証明書類の確認「なし」で登録します。 

留意事項 

  ･P5「証明書類の取り扱いについて」をご参照ください。 
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不備項目 記入の不備 

不備内容 

・記入項目の内容が適切でなかった。  例：数字のみ入力に対し、「－」等を入力 等 
･情報の記入内容と証明書類の内容に齟齬がある。 
・社会保険の加入状況の記入内容が適切でなかった。 
 例：加入状況「適用除外」なのに、「有」を選択 等 

 

●情報の記入について 
   ･【主な不備の例】 
    ①氏名の相違 
     記入内容：高橋 振興     添付内容：髙橋 振興 
    ②資格名の相違 
     記入内容：30007  １級建築施工管理技能士   添付内容：30008  ２級建築施工管理技士 
    ③事業者名記入の間違い（法人格を括弧書きにしていない） 
     記入内容：株式会社 振興建設 正しい入力：（株）振興建設 
 
   
 
 
   

留意事項 
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●情報の記入の際の主な注意事項 

項目名 注意事項 

技能者氏名 
･外国籍の方は、建設キャリアアップカードにはローマ字で表記されるため、技能者氏名欄（フリ
ガナ除く）には記入しないでください。 

Ｎａｍｅ ･建設キャリアアップカードには大文字で表記されるため、全て大文字で記入してください。 

所属事業者名 
･株式会社や有限会社といった法人格については、「（株）や（有）」と括弧書きで記入してくだ
さい。 

加入している社会保険等 

・記号（ハイフン（－）や中黒（・）、スラッシュ（／））等は証明書類に表記されている場合で
も、記号等を省き、詰めて記入してください。 
・労災保険特別加入は、労災保険とお間違えにならないようにお気を付けください。証明書類につ
いても、「特別加入」と記載されている書類を添付してください。 

保有資格等 
･資格証明書に有効期限、取得年月日、登録年月日いずれの記載もなく、交付年月日が記載の場合
は、登録年月日を選択し、交付年月日を記入してください。 

コード 

･該当するコード番号がない場合 
それぞれのコード表のコード番号の最後をご覧ください。「その他」のコード番号がありますので、
そのコード番号を選択のうえ、記入してください。 
（例） 
技能者情報登録申請書コード表 
◎表7 技能士          コード番号29990〜29996 その他技能士 
◎表8 資格・免許        コード番号39999             その他資格・免許 
◎表9 技能講習         コード番号49999             その他技能講習 
◎表10 特別教育       コード番号59999               その他特別教育 
◎表11 その他安全衛生講習  コード番号69999             その他安全衛生講習 
◎表12 表彰         コード番号99999             その他表彰 

①技能者情報の主な注意事項 
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②事業者情報の主な注意事項 

項目名 注意事項 

事業者情報 

・建設業許可をお持ちの事業者については、「商号又は名称」及び「代表者名」、「所在地」等の
一部の項目が建設業許可データの情報が本システムに反映されます。 
そのため、建設業許可データの内容が例えば「＊」表記されているものはそのまま本体システムに
も反映されるため、その場合は建設業許可データの内容変更をしていただきますようお願いします。 

商号または名称 
・株式会社や有限会社といった法人格については、「（株）や（有）」と括弧書きで記入してくだ
さい。 

加入している社会保険等 

･健康保険組合と国保組合以外に加入している場合は、組合の名称は記入しないでください。（協
会けんぽ 等） 
・記号（ハイフン（－）や中黒（・）、スラッシュ（／））等は証明書類に表記されている場合で
も、記号等を省き、詰めて記入してください。 
・労災保険特別加入は、労災保険とお間違えにならないようにお気を付けください。証明書類につ
いても、「特別加入」と記載されている書類を添付してください。 

コード 

･該当するコード番号がない場合 
それぞれのコード表のコード番号の最後をご覧ください。「その他」のコード番号がありますので、
そのコード番号を選択のうえ、記入してください。 
（例） 
事業者情報登録申請書コード表 
◎表14 電子証明書の種類   コード番号999 その他電子証明書 
◎表15 所属団体       コード番号900 その他所属団体 
              コード番号910 その他所属団体 
              コード番号920 その他所属団体 
              コード番号930 その他所属団体 
              コード番号940 その他所属団体 
              コード番号950 その他所属団体 
              コード番号960 その他所属団体 
              コード番号970 その他所属団体 
              コード番号980 その他所属団体 
              コード番号990 その他所属団体 
              ※その他所属団体が複数ある場合は、 
                 900から順番にコード番号を記入してください。  
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●加入している社会保険でよく間違われる記入内容 
 国民健康保険組合（建設国保等）加入者の場合（事業者新規登録時） 

レ 0    0    1 

1     2   3 

4     5   6    7   8    9 

レ ○○○国民健康保険組合 

【記入上の注意】 
 ・国民健康保険組合（建設国保等）に加入して 
  いる方は、加入状況は「有」を選択せず、 
  「適用除外」を選択し、適用除外理由コード 
  「001」をご記入ください。 
 
 ・事業所整理記号と事業所番号は、証明書類を 
  ご確認のうえ、ご記入ください。 
  （記号等を省き、詰めて記入してください。） 
 
 ・国民健康保険組合（建設国保等）に加入して 
  いる方は、国保組合の名称もご記入ください。 

国民健康保険組合（建設国保等）に加入している方による健康保険項目の誤記入が多く見られます。 
お間違えのないようご注意ください。 
○正しい記入例     
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※技能者情報登録の場合は、HP上に掲載している 
 【建設キャリアアップシステム「技能者情報登録申請書」の手引】で 
 ご確認ください。 
 
 「技能者情報登録申請書」の手引 第1版(2019年4月以前発行) 
 ⇒手引P.16-17 
 「技能者情報登録申請書」の手引 第2版(2019年4月以後発行) 
 ⇒手引P.18-19 
左図は第1版の表紙見本になります。    
第2版は表紙に「第2版」と明記されております。 


